
（返戻金） 

1. 求人企業（以下「甲」という）は、採用者が入社後3か月以内に、自らの都合若しくは自らの責に帰すべき

事由により退職し、又は解雇された場合、採用者の最終出勤日の翌日から起算して14日以内（以下「提

出期限」という）に、株式会社Wheels Up（以下「乙」という）所定の「雇用終了報告書」を乙に提出するもの

とする。なお、甲は、自らの責に帰すべき事由により、「雇用終了報告書」を提出期限までに乙に提出し

なかった場合、返還金を請求する権利を失うものとする。 

2. 乙は、提出期限までに前項に定める提出を受け、返還金の支払が必要と判断した場合、次に定める退

社時期に応じて、対応する返還金を甲に返還するものとする。但し、甲の都合により解雇され、または退

職した場合、この限りではない。 

退社時期 返還金 

入社から1か月未満 紹介手数料の80％ 

入社から3か月未満 紹介手数料の50％ 

3. 前項の返還金について、乙は、甲から乙に「雇用終了報告書」が提出された日の翌月末日までに、甲の

指定する金融機関口座に振込手数料乙負担で振り込むことにより支払うものとする。なお、乙は、退職し、

又は解雇された採用者の代替の人材をすみやかに紹介できる場合、甲と協議のうえ返還金の支払を留

保できる。 

4. 甲は、第5条に定める紹介手数料を乙に支払う前に、採用者が退職し、又は解雇された場合、返還金

の額を減額して、前条に基づき紹介手数料を乙に支払うものとする。 
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